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鹿児島県告示第466号

森林法（昭和26年法律第249号）第26条の２第２項の規定により，次のとおり保安林の指定

を解除する。

平成28年４月22日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 解除に係る保安林の所在場所

垂水市本城字椎木ヶホキ2467番１（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

土地改良事業用地とするため

（「次の図」は，省略し，その図面を鹿児島県環境林務部森づくり推進課及び垂水市役所に

備え置いて縦覧に供する。）
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鹿児島県告示第467号

救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条第１項の規定により，次の病院

を救急病院として認定した。

平成28年４月22日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 病院の名称及び所在地

病 院 の 名 称 所 在 地

三船病院 鹿児島市吉野町10004番地１

２ 認定の有効期限

平成31年５月22日

鹿児島県告示第468号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30

号）第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により，指定医療

機関から次のとおり廃止の届出があった。

平成28年４月22日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

名 称 所 在 地 廃止年月日

きりん薬局 摩郡さつま町柏原2883番地12 平成28年２月29日

医療法人徳洲会東天城クリニッ 大島郡徳之島町花徳787番地３ 平成28年３月１日

ク

竜郷調剤薬局 大島郡龍郷町赤尾木字中金久267 平成28年２月19日

番地２

鹿児島県告示第469号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）

第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により，次のとおり指

定医療機関として指定した。

平成28年４月22日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

名 称 所 在 地 指定年月日

松岡歯科医院 奄美市名瀬久里町４番６号 平成28年１月14日

鹿児島県告示第470号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法

律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により，次

のとおり指定介護機関として指定した。

平成28年４月22日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

事 業 者 事 業 所
指 定 年 月 サ ー ビ ス

主たる事務所の所在
名 称 名 称 所 在 地 日 の 種 類

地

有限会社あすか薬 出水市平和町133番 あすか薬局 出水市平和町133番 平成2 8年 居 宅 療 養

局 地２ 地２ ４ 月 １ 日 管 理 指

導 ， 介 護

予 防 居 宅

療 養 管 理

鹿 児 島 県 公 報 平成28年４月22日（金）第3206号
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指 導

医療法人めぐみ会 日置市伊集院町猪鹿 久保内科 日置市伊集院町猪鹿 平成28年 訪 問 リ ハ

倉96番５ 倉96番５ １ 月 １ 日 ビ リ テ ー

シ ョ ン ，

通 所 リ ハ

ビ リ テ ー

シ ョ ン ，

介 護 予 防

訪 問 リ ハ

ビ リ テ ー

シ ョ ン ，

介 護 予 防

通 所 リ ハ

ビ リ テ ー

シ ョ ン

有限会社アイ・エ 静岡市清水区青葉町 青葉いずみヘルパ 出水市上大川内3681 平成 2 8年 訪 問 介

ヌ・ジー 12番20号 ーセンター 番地 ４ 月 １ 日 護 ， 介 護

予 防 訪 問

介 護

鹿児島県告示第471号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

30号）第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により，次のと

おり指定施術機関として指定した。

平成28年４月22日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

指定年月
氏 名 施術所の名称及び所在地 施術の種類

日

長﨑竜佐 こくぶ整骨院 平成28年 柔道整復

霧島市国分中央五丁目18番29－１ ２月10日

鹿児島県告示第472号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定により，指定介護機関から次のとおり変更の届出があった。

平成28年４月22日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

事業者の名称及び主 事業所の名称及び所 変 更 内 容
変更事項 変更年月日

たる事務所の所在地 在地 変 更 前 変 更 後

有限会社カインドケ 有限会社カインドケ 事業者の主 南さつま市加世 南さつま市加世 平成27年１

ア鶴 ア鶴 たる事務所 田武田18342番地 田本町42番地８ 月１日

南さつま市加世田本 南さつま市加世田本 の所在地 ３

町42番地８ 町42番地８

有限会社カインドケ 有限会社カインドケ 事業所の所 南さつま市加世 南さつま市加世 平成27年１

ア鶴 ア鶴 在地 田武田18342番地 田本町42番地８ 月１日

南さつま市加世田本 南さつま市加世田本 ３

町42番地８ 町42番地８
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鹿児島県告示第473号

漁港漁場整備法（昭和25年法律第137号）第17条第１項の規定により山川地区特定漁港漁場

整備事業計画を定めたいので，当該特定漁港漁場整備事業計画の案を次のとおり縦覧に供する。

なお，当該特定漁港漁場整備事業計画の案に意見がある者は，縦覧期間満了の日までに，知

事に対し意見書を提出することができる。

平成28年４月22日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 縦覧期間

平成28年４月22日から同年５月11日まで

２ 縦覧場所

鹿児島県商工労働水産部漁港漁場課及び南地域振興局建設部河川港湾課並びに指宿市役

所商工水産課

鹿児島県告示第474号

肥料取締法（昭和25年法律第127号）第12条第２項の規定により，次のとおり肥料の登録の

有効期間を更新した。

平成28年４月22日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

更 新 後 の 生 産 業 者
登録番 肥 料 の 種 肥 料 の 名

登 録 の 有 保証成分量（％） その他の規格 氏 名 又 は
号 類 称 住 所

効 期 限 名 称

鹿児島 平成34年 魚 か す 粉 ８ － ７ か 窒素全量 8.0 該当なし 鹿 児 島 プ 鹿 児 島 市

県肥第 ４月13日 末 ご し ま 魚 りん酸全量 7.0 ロ フ ー ズ 城 南 町 37

1276号 粉 株 式 会 社 番 地

鹿児島 平成34年 魚 か す 粉 ７ － ９ か 窒素全量 7.0 該当なし 鹿 児 島 プ 鹿 児 島 市

県肥第 ４月13日 末 ご し ま 魚 りん酸全量 9.0 ロ フ ー ズ 城 南 町 37

1277号 粉 株 式 会 社 番 地

鹿児島 平成34年 加 工 家 き 土 根 丈 丸 窒素全量 3.5 含有を許される有 鹿 児 島 プ 鹿 児 島 市

県肥第 ５月17日 ん ふ ん 肥 りん酸全量 3.5 害成分の最大量及 ロ フ ー ズ 城 南 町 37

1281号 料 加里全量 3.0 びその他の制限事 株 式 会 社 番 地

項は公定規格のと

お り

鹿児島県告示第475号

土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第９項の規定により，土地改良事業県営畑

地帯総合整備（担い手支援型）根折地区の換地計画に係る換地処分を，平成28年３月29日に行

った。

平成28年４月22日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

鹿児島県告示第476号

高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号）第29条の２第１項及び液化石油ガスの保安の確保

及び取引の適正化に関する法律（昭和42年法律第149号）第38条の４の２第１項の規定により，

免状交付事務の一部を次のとおり高圧ガス保安協会に委託した。

平成28年４月22日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 委託に係る免状交付事務の内容

乙種化学責任者免状，乙種機械責任者免状，丙種化学（液化石油ガス）責任者免状，丙種

化学（特別試験科目）責任者免状，第二種冷凍機械責任者免状，第三種冷凍機械責任者免状，

第一種販売主任者免状，第二種販売主任者免状及び液化石油ガス設備士免状に係る次に掲げ
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る事務に関すること。

 免状の交付申請書の配布，受付及び整理

 免状の再交付申請書の配布，受付及び整理

 免状の書換え申請書の配布，受付及び整理

 免状の作成及び送付

 前号に係る免状台帳の作成，保管及び整理

 その他前各号に掲げる事務に関連する事務

２ 委託に係る免状交付事務を処理する場所

東京都港区虎ノ門四丁目３番13号

高圧ガス保安協会本部

３ 委託期間

平成28年４月１日から平成29年３月31日まで

鹿児島地域振興局告示第10号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項の規定により，次のとおり指定

障害児通所支援事業者として指定した。

平成28年４月22日

鹿児島地域振興局長 長野信弘

事 業 所 申 請 者 障 害 児 通
指 定 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 所 支 援 の
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 種 類

ＮＰＯ法人オ・ 鹿児島市真砂町 特定非営利活動 鹿児島市鴨池新 伊藤 邦子 平成28年 保 育 所 等

ア・シ・ス 20－９山下ビル 法人オ・ア・シ 町27番1－107号 ３ 月 １ 日 訪 問 支 援

101 ・ス

ダブルレインボ 鹿児島市下伊敷 株式会社ことは 鹿児島市玉里団 鮫島美和子 平成28年 児 童 発 達

ー 一丁目８番18号 地二丁目57番７ ４ 月 １ 日 支 援 ・ 放

号 課 後 等 デ

イ サ ー ビ

ス

サニーキッズ 鹿児島市荒田一 社会福祉法人常 鹿児島市荒田一 久木元 司 平成28年 児 童 発 達

丁目２番13号 盤会 丁目２番13号 ４ 月 １ 日 支 援 ・ 放

課 後 等 デ

イ サ ー ビ

ス

キッズサポート 鹿児島市和田一 社会福祉法人ひ 鹿児島市和田一 古川 和子 平成28年 児 童 発 達

・ひまわり 丁目29番10号 まわり福祉会 丁目29番10号 ４ 月 １ 日 支 援

こどもの家すく 鹿児島市住吉町 社会福祉法人大 日置市伊集院町 潟山 康博 平成28年 児 童 発 達

すくしえんせん ７番14号 潟福祉会 妙円寺一丁目64 ４ 月 １ 日 支 援

たー風のことり 番地１

ジャンティーユ 鹿児島市川田町 社会福祉法人正 鹿児島市川田町 上片平栄昭 平成28年 放 課 後 等

アリス 191番１ 栄会 1090番地 ４ 月 １ 日 デ イ サ ー

ビ ス

そらのこキッズ 鹿児島市星ヶ峯 特定非営利活動 鹿児島市春山町 坂上 竜次 平成28年 放 課 後 等

二丁目37番地８ 法人たけのこキ 1212番地７ ４ 月 １ 日 デ イ サ ー

号 ッズ ビ ス ・ 保

育 所 等 訪

問 支 援

通所支援事業所 鹿児島市下荒田 グッドアップ株 鹿児島市下荒田 淵本 直子 平成28年 放 課 後 等

のびーる下荒田 四丁目36番12号 式会社 四丁目36番12号 ４ 月 １ 日 デ イ サ ー
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ビ ス

きらら館 鹿児島市春山町 社会福祉法人光 鹿児島市犬迫町 東 泰宏 平成28年 放 課 後 等

1890番地１ 陽福祉会 4014番地１ ４ 月 １ 日 デ イ サ ー

ビ ス ・ 保

育 所 等 訪

問 支 援

たけのこキッズ 鹿児島市春山町 特定非営利活動 鹿児島市春山町 坂上 竜次 平成28年 保 育 所 等

1212番地７ 法人たけのこキ 1212番地７ ４ 月 １ 日 訪 問 支 援

ッズ

北地域振興局告示第８号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の19第２項の規定により，指定障害児通所

支援事業者から次のとおり指定通所支援の事業の廃止の届出があった。

平成28年４月22日

北地域振興局長 中堂薗哲郎

事 業 所 指定障害児通所支援事業者 障 害 児 通
廃 止 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 所 支 援 の
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 種 類

阿久根市子ども 阿久根市赤瀬川 阿久根市 阿久根市鶴見町 西平 良将 平成28年 児 童 発 達

発達支援センタ 3948番地７ 200番地 ３月31日 支 援

ーこじか

北地域振興局告示第９号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項の規定により，次のとおり指定

障害児通所支援事業者として指定した。

平成28年４月22日

北地域振興局長 中堂薗哲郎

事 業 所 申 請 者 障 害 児 通
指 定 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 所 支 援 の
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 種 類

阿久根市子ども 阿 久 根 市 折 口 阿久根市 阿久根市鶴見町 西平 良将 平成28年 児 童 発 達

発達支援センタ 1807番地３ 200番地 ４ 月 １ 日 支 援 ・ 保

ーこじか 育 所 等 訪

問 支 援

北地域振興局告示第10号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

29条第１項の規定により，次のとおり指定障害福祉サービス事業者として指定した。

平成28年４月22日

北地域振興局長 中堂薗哲郎

事 業 所 申 請 者 障 害 福 祉
指 定 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 サ ー ビ ス
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 の 種 類

共同生活援助事 出 水 市 平 和 町 社会福祉法人清 出水市武本5294 藤崎 良隆 平成28年 共 同 生 活

業所 一ッ葉 477番地２ 流苑 番地９ ３月20日 援 助

大島支庁告示第８号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項の規定により，次のとおり指定

障害児通所支援事業者として指定した。

平成28年４月22日
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大島支庁長 鎮寺裕人

事 業 所 申 請 者 障 害 児 通
指 定 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 所 支 援 の
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 種 類

放課後デイサー 奄美市名瀬長浜 株式会社ふるサ 奄美市名瀬末広 園田 明 平成28年 放 課 後 等

ビス ヒマワリ 町14番２号コー ポート奄美 町18番地13アク ４ 月 １ 日 デ イ サ ー

クラブ ポ松元１Ｆ サ生命ビル101 ビ ス

号室

開発行為に関する工事の完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定により許可した次の開発行為に関

する工事は，完了した。

平成28年４月22日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

出水市黄金町483番１，483番２，483番３及び484番１

２ 開発許可を受けた者の住所及び名称並びに代表者の氏名

福岡市博多区博多駅東二丁目10番１号第一福岡ビルＳ館４階

株式会社コスモス薬品

代表取締役 宇野正晃

鹿児島県選挙管理委員会告示第７号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第６条第１項の規定による設立の届出があった政

治団体，同法第７条第１項の規定による異動の届出があった政治団体，同法第17条第１項の規

定による解散の届出があった政治団体，同法第19条第２項の規定による資金管理団体の指定の

届出があった政治団体及び同法第19条第３項の規定による資金管理団体の異動，指定の取消し

の届出があった政治団体，資金管理団体でなくなった旨の届出があった政治団体の名称等は，

次のとおりである。

平成28年４月22日

鹿児島県選挙管理委員会委員長 鎌田六郎

１ 設立の届出があった政治団体

 政党の支部（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

ア 国会議員関係政治団体以外の政治団体

１以上の市町

政 治 団 体 の 代 表 者 の 会計責任者 主たる事務所の 村等の区域を 届 出

名 称 氏 名 の 氏 名 所 在 地 単位として設 年 月 日

けられる支部

自由民主党鹿 林 健二 福田 里佐 大島郡瀬戸内町古 ○ 平成28年

児島県大島郡 仁屋春日３－１ １月13日

区第三支部

かごしま維新 山之内 毅 山之内 尚 鹿児島市西田一丁 ○ 平成28年

の会 子 目15番14号ＧＩＮ ２月３日

ＹＡＢＬＤ２階

自由民主党鹿 梅本 昭英 赤﨑 昭朗 鹿児島市鴨池一丁 ○ 平成28年

児島県理学療 目48番25 ３月３日

法士連盟支部

公 告

選 挙 管 理 委 員 会 告 示
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イ 法第19条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体

１以上の市

政 治 団 体 の 代表者の 会計責任 主たる事務 町村等の区 届 出

公職の種類 域を単位と

名 称 氏 名 者の氏名 所の所在地 して設けら 年 月 日

れ る 支 部

おおさか維新 山之内 山之内 鹿児島市西 衆議院議員 ○ 平成28年

の会鹿児島県 毅 尚子 田一丁目15 （第１号） ２月３日

第１選挙区支 番14号ＧＩ

部 ＮＹＡＢＬ

Ｄ２階

 その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

国会議員関係政治団体以外の政治団体

会計責任者の 届 出
政治団体の名称 代 表 者 の 氏 名 主たる事務所の所在地

氏 名 年 月 日

とくりコウジ後援 德利 浩司 西 洋一 鹿児島市紫原七丁目28 平成28年

会 番３号 １月４日

ひごまさし後援会 松下 伝男 肥後 義喜 姶良市西姶良二丁目３ 平成28年

－２ １月４日

児玉勇治後援会 村岡 セツ子 立石 道雄 肝属郡東串良町川東 平成28年

3952 ２月９日

みたぞのさとし後 三反園 訓 宮川 秀樹 鹿児島市城山町２番30 平成28年

援会 号二之丸ビル205号 ２月16日

坂口健太後援会 坂口 健太 上野 優太 薩摩川内市五代町8064 平成28年

－４ ２月22日

２ 異動の届出があった政治団体

 政党の支部

異 動
政治団体の名称 代表者氏名 異 動 事 項 新 旧

年 月 日

自由民主党鹿児島 寺園 洋行 会計責任者 馬籠 俊昭 川久保 一男 平成27年

県理容支部 の氏名 ５月25日

自由民主党鹿児島 岩崎 芳太 会計責任者 中原 昭雄 川原 徹郎 平成27年

県バス支部 郎 の氏名 ６月３日

日本共産党熊毛地 中野 英作 代表者の氏 中野 英作 野口 寛 平成27年

区委員会 名 ７月１日

会計責任者 渡辺 道大 中野 英作

の氏名

自由民主党横川町 塩井川 幸 主たる事務 霧島市横川町 霧島市横川町 平成27年

支部 生 所の所在地 中ノ1383番地 上ノ4309－７ ９月24日

自由民主党隼人支 田之上 耕 会計責任者 森豊 巌 秋丸 実智 平成28年

部 三 の氏名 １月１日

日本共産党鹿児島 野元 徳英 会計責任者 吉行 弘子 野元 徳英 平成28年

県委員会 の氏名 １月１日

自由民主党金峰支 室屋 正和 会計責任者 二木 三郎 若松 正伸 平成28年

部 の氏名 ２月13日

自由民主党大崎支 小野 光夫 代表者の氏 小野 光夫 中倉 毅 平成28年

部 名 ３月12日

会計責任者 浜脇 泉 江藤 純一

の氏名

 その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）



- 9 -

鹿 児 島 県 公 報 平成28年４月22日（金）第3206号

異 動
政治団体の名称 代表者氏名 異 動 事 項 新 旧

年 月 日

鹿児島県理容政治 寺園 洋行 会計責任者 馬籠 俊昭 川久保 一男 平成27年

連盟 の氏名 ５月25日

ひがし清剛後援会 東 紘一郎 政治団体の ひがし清剛後 東きよたけ後 平成27年

名称 援会 援会 ６月１日

向井俊夫後援会 浦江 昌史 会計責任者 中原 幸三 東條 千草 平成27年

の氏名 ６月５日

姶良市を再起動す 湯元 秀誠 主たる事務 姶良市宮島町 姶 良 市 脇 元 平成27年

る会 所の所在地 10－９－205 346－２ ８月１日

号

湯元よしひろ後援 湯元 秀誠 主たる事務 姶良市宮島町 姶良市東田 平成27年

会 所の所在地 10－９－205 3770－７ ８月１日

号

政治結社神州隼人 木原 芳郎 主たる事務 鹿児島市東谷 鹿児島市郡元 平成27年

会 所の所在地 山一丁目21－ 町16－52－Ｂ 10月１日

２ 201

夢ある明日をつく 坂ノ上 聡 会計責任者 田中 康行 追立 敏文 平成27年

る会 浩 の氏名 12月12日

古江なおこ後援会 今原 犬二 代表者の氏 今原 犬二 岸尾 貞一 平成27年

名 12月18日

梶原弘徳後援会 徳永 春雄 主たる事務 熊毛郡南種子 熊毛郡南種子 平成27年

所の所在地 町中之下1913 町中之上2910 12月20日

－５ －９

打越あかし後援会 向吉 捷一 国会議員関 国会議員関係 法第19条の７ 平成28年

係政治団体 政治団体以外 第１項第２号 １月１日

の区分 の政治団体 に係る国会議

員関係政治団

体

耕心会 田之上 耕 会計責任者 森豊 巌 秋丸 實智 平成28年

三 の氏名 １月１日

中原ちから後援会 末吉 重徳 主たる事務 鹿児島市川上 鹿児島市川上 平成28年

所の所在地 町719 町726 １月１日

南明会 打越 明司 国会議員関 国会議員関係 法第19条の７ 平成28年

係政治団体 政治団体以外 第１項第１号 １月１日

の区分 の政治団体 及び第２号に

係る国会議員

関係政治団体

全国たばこ販売政 黒木 喜治 政治団体の 全国たばこ販 九州南部たば 平成28年

治連盟九州南部地 名称 売政治連盟九 こ販売政治連 １月６日

区本部大口支部 州南部地区本 盟大口支部

部大口支部

徳利こうじ後援会 德利 浩司 政治団体の 徳利こうじ後 とくりコウジ 平成28年

名称 援会 後援会 １月７日

会計責任者 德利 智美 西 洋一

の氏名

井元伸明後援会 井元 伸明 会計責任者 井元 勇蔵 井元 ミツ子 平成28年

の氏名 １月20日

西洋介後援会 西 洋介 主たる事務 鹿児島市草牟 鹿児島市城山 平成28年
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所の所在地 田１丁目22－ １丁目16－７ １月27日

14

西中間義徳後援会 西中間 義 会計責任者 山下 久恵 平野 高三 平成28年

徳 の氏名 １月31日

たのうえ耕三後援 田之上 耕 代表者の氏 田之上 耕三 大津 与輔 平成28年

会 三 名 ２月９日

小脇きよはると屋 喜 豊徳 代表者の氏 喜 豊徳 岩山 光清 平成28年

久島を考える会 名 ２月15日

末原ゆう子後援会 内山 弘一 主たる事務 鹿児島市荒田 鹿児島市紫原 平成28年

所の所在地 一丁目40－10 一丁目45－９ ２月15日

－１Ｆ 永秀ハイツⅢ

301号

代表者の氏 内山 弘一 末原 裕子

名

会計責任者 四反田 冨栄 内山 弘一

の氏名

よしふく浩介後援 吉福 浩介 政治団体の よしふく浩介 吉福こうすけ 平成28年

会 名称 後援会 後援会 ２月23日

みたぞのさとし後 三反園 訓 主たる事務 鹿児島市東千 鹿児島市城山 平成28年

援会 所の所在地 石町18－８Ｂ 町２番30号二 ２月24日

Ｉ Ｇ Ｉ ビ ル 之丸ビル205

1 0 2号 号

九日克典後援会 冨田 久志 代表者の氏 冨田 久志 蜂須賀 良雄 平成28年

名 ２月29日

大沢章宏後援会 大沢 章宏 代表者の氏 大沢 章宏 作元 義重 平成28年

名 ３月１日

会計責任者 大沢 章宏 西田 裕二

の氏名

幸福実現党鹿児島 江藤 功将 代表者の氏 江藤 功将 中崎 博文 平成28年

南後援会 名 ３月10日

会計責任者 江藤 功将 中崎 博文

の氏名

福田伸作後援会 福田 伸作 会計責任者 福田 佳奈美 迫田 照己 平成28年

の氏名 ３月10日

３ 解散の届出があった政治団体

 政党の支部

ア 国会議員関係政治団体以外の政治団体

政 治 団 体 の 名 称 主たる事務所の所在地 代 表 者 の 氏 名 解 散 年 月 日

維新の党鹿児島県総支 鹿児島市西田一丁目15 山之内 毅 平成27年12月31日

部 －14ＧＩＮＹＡＢＬＤ

２Ｆ

自由民主党鹿児島県鹿 鹿屋市下高隈町1685 吉永 守夫 平成27年12月31日

屋市区第二支部

イ 法第19条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体

政 治 団 体 の 名 称 主たる事務所の所在地 代 表 者 の 氏 名 解 散 年 月 日

維新の党衆議院鹿児島 鹿児島市西田一丁目15 山之内 毅 平成27年12月31日

県第１選挙区支部 －14ＧＩＮＹＡＢＬＤ

２Ｆ

 その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政 治 団 体 の 名 称 主たる事務所の所在地 代 表 者 の 氏 名 解 散 年 月 日
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大﨑ひさのり後援会 熊毛郡南種子町茎永91 豊島 稔 平成27年１月28日

－３

とみたかし後援会 大島郡天城町平土野26 橋口 英文 平成27年４月20日

－６

志摩浩志後援会 霧島市隼人町内山田二 志摩 浩一 平成27年６月23日

丁目12－14

ふたむれ正博後援会 鹿児島市玉里団地三丁 相星 雅子 平成27年10月30日

目39－18

ふたむれ正博政治研究 鹿児島市玉里団地三丁 二牟礼 正博 平成27年10月30日

会 目39－18

池山富良後援会 大島郡徳之島町亀津 池山 富良 平成27年11月11日

2879－１番地

上村たまき後援会 志布志市松山町尾野見 大野 實男 平成27年12月１日

376

鹿守会 鹿屋市下高隈町1685 吉永 守夫 平成27年12月31日

霜出勘平後援会 南九州市知覧町西元 塗木 末弘 平成27年12月31日

4187－１

平野一宇後援会 薩摩川内市樋脇町市比 田平 文次 平成27年12月31日

野2121

松尾公裕後援会 日置市東市来町湯田 松尾 公裕 平成27年12月31日

3504－１

吉永守夫後援会 鹿屋市下高隈町1685 竹川 鉄舟 平成27年12月31日

耕心会 霧島市隼人町内1402 田之上 耕三 平成28年２月９日

今門求後援会 枕崎市千代田町29 上野 稔 平成28年３月８日

今門求をはげます会 枕崎市千代田町29 今門 求 平成28年３月８日

奥園拓夫後援会 肝属郡東串良町池之原 堂地 富男 平成28年３月10日

1950

４ 資金管理団体の指定の届出があった政治団体

届出をした者 資金管理団体 指 定
公職の種類 主 た る 事 務 所 の 所 在 地

の 氏 名 の 名 称 年 月 日

德利 浩司 鹿児島市議 とくりコウジ 鹿児島市紫原七丁目28番３号 平成28年

会議員 後援会 １月１日

田之上 耕三 鹿児島県議 たのうえ耕三 霧島市隼人町内1402 平成28年

会議員 後援会 ２月９日

三反園 訓 鹿児島県知 みたぞのさと 鹿児島市城山町２番30号二之丸 平成28年

事 し後援会 ビル205号 ２月16日

５ 資金管理団体の異動の届出があった政治団体

届出をした者 資金管理団体 異 動
異動事項 新 旧

の 氏 名 の 名 称 年 月 日

西 洋介 西洋介後援会 主たる事 鹿児島市草牟田 鹿児島市城山一 平成28年

務所の所 一丁目22－14 丁目16－７ １月27日

在地

三反園 訓 みたぞのさと 主たる事 鹿児島市東千石 鹿児島市城山町 平成28年

し後援会 務所の所 町18－８ＢＩＧ ２番30号二之丸 ２月24日

在地 Ｉビル102号 ビル205号

６ 資金管理団体の指定の取消し又は資金管理団体でなくなった旨の届出があった政治団体

 法第19条第３項第１号による届出

届 出 を し た 者 の 氏 名 資 金 管 理 団 体 の 名 称 取 消 年 月 日

三反園 訓 みたぞのさとし後援会 平成28年３月２日

 法第19条第３項第２号による届出
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資金管理団体でな
届 出 を し た 者 の 氏 名 資 金 管 理 団 体 の 名 称

くなった年月日

二牟礼 正博 ふたむれ正博政治研究会 平成27年10月30日

吉永 守夫 鹿守会 平成27年12月31日

打越 明司 南明会 平成28年１月１日

田之上 耕三 耕心会 平成28年２月９日

警備業雑踏警備業務１級検定実施公告

警備業法（昭和47年法律第117号）第23条の規定により，警備員又は警備員になろうとする

者に対し，警備業雑踏警備業務１級検定を宮崎県公安委員会と共同で，次のとおり実施する。

平成28年４月22日

鹿児島県公安委員会委員長 山本良樹

１ 検定の種別及び級の区分

雑踏警備業務１級

２ 検定の実施日時，実施場所及び受検定員

実施日時

平成28年７月23日（土）午前９時から午後５時まで。ただし，検定実施の受付は，当日

の午前８時30分から午前９時までとする。

実施場所

鹿児島県警察本部（鹿児島市鴨池新町10番１号）

受検定員

30人（宮崎県公安委員会が受け付ける受検者を含むものとし，申請の受付先着順とする。）

３ 検定の受検資格

県内に住所を有する者又は県外に住所を有する警備員で県内の営業所に属しているものの

うち，次のいずれかに該当するもの

警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」

という。）第８条第１号に該当する者

検定規則第８条第２号に該当する者として，都道府県公安委員会から雑踏警備業務に係

る１級検定受検資格認定書の交付を受けたもの

４ 検定の方法及び内容

学科試験

ア 警備業務に関する基本的な事項

イ 法令に関すること。

ウ 雑踏の整理に関すること。

エ 雑踏警備業務の管理に関すること。

オ 人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関する

こと。

実技試験

ア 雑踏の整理に関すること。

イ 雑踏警備業務の管理に関すること。

ウ 人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関する

こと。

５ 検定申請の手続

受付の期間及び時間帯

ア 期間

平成28年５月23日（月）から６月３日（金）まで（県の休日を除く。）

イ 時間帯

公 安 委 員 会 告 示
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午前８時30分から午後５時まで

提出書類

ア 検定規則の別記様式第１号の検定申請書（以下「検定申請書」という。） １通

イ 写真（申請前６月以内に撮影した無帽，正面，上三分身，無背景の縦の長さ3.0セン

チメートル，横の長さ2.4センチメートルの写真で，その裏面に氏名及び撮影年月日を

記入したもの） ２葉

ウ 受検者の住所地を疎明する書面（県内に居住する場合に限る。） １通

エ 県内の営業所に属することを疎明する書面（県外に居住する警備員又は県内に居住す

る警備員で受検者の住所地を疎明する書面を提出しないものに限る。） １通

オ 雑踏警備業務２級の検定に係る合格証明書の写し及び当該合格証明書の交付を受けた

後，雑踏警備業務に従事した期間が１年以上であることを疎明する書面（３の に該当

する場合に限る。） １通

カ 雑踏警備業務に係る１級検定受検資格認定書の写し（３の に該当する場合に限

る。）１通

申請先及び申請方法

ア 申請先

受検者が県内に居住する場合における受検者の住所地又は受検者が県内の営業所に属

する警備員である場合におけるその者が属する営業所の所在地を管轄する警察署の生活

安全課又は生活安全刑事課

イ 申請方法

受検者本人がアの申請先に直接持参により申請すること（受検者本人以外による申請，

郵送等による申請は認めない。）。

６ 検定手数料

13,000円（13,000円分の鹿児島県収入証紙を検定申請書に貼付して提出すること。）

なお，検定申請書を受け付けた後は，検定手数料は返還しない。

７ その他

本検定の学科試験は，実技試験の前に行い，学科試験に合格しなかった者に対しては，

実技試験は行わない。

なお，実技試験においても，合格点に達しないことが明らかになった場合は，その時点

で当該受検者に対する実技試験を中止し，以降の実技試験は行わない。

受検に際しては，筆記用具及び室内用運動靴を持参すること。

合格者発表は，検定当日，検定の実施場所において行う。

検定当日，合格者に対しては検定規則第11条に規定する成績証明書を交付する。

８ 検定に関する事務を担当する部局の名称及び問合せ先

鹿児島県警察本部生活安全企画課生活安全許可センター

電話番号 099－206－0110（内線3032・3033）


